
デイサービスセンター初音の杜 重要事項説明書 

（地域密着型通所介護） 

 

＜令和５年９月１日改正＞ 

 

 

１ 相談の窓口 

    電 話   ０４２－６９１－８２８９（午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

    ＦＡＸ   ０４２－６９２－１７７２ 

    担 当   生活相談員 

  ※ ご不明な点は、お気軽におたずねください。 

 

２ センターの概要 

名称 デイサービスセンター 初音の杜 

所在地 八王子市宮下町９８８番地 

介護保険指定番号 １３７２９０５５８６ 

サービスを提供する対象地域 原則として八王子市 

利用者定員 １８人 

 

３ 職員体制 

職員は下表の人員を最低基準として配置します。 

区分 職員数 

管理者 １ 

生活相談員 １以上 

看護職員 １以上 

介護職員 ２以上 

機能訓練指導員 １以上 

 

４ サービスの概要 

（１） 利用日       毎週 月～土曜日（祝祭日を含みます。) 

ただし１月１日から１月３日までの間は除きます。 

（２） 営業時間      午前８：３０ ～ 午後５：３０   

（３） サービス提供時間  午前９：２０ ～ 午後４：３０ 

（４） 利用設備等     食堂兼機能訓練室１１９㎡（地域密着型８２．５㎡） 

相談室、浴室（普通浴槽・リフト浴槽）、ロビー、静養室 

屋上、送迎車 



（５） サービスの内容    

通所介護計画に沿って、次のサービスを行います。 

① 送迎 

福祉車両により、可能な限り自宅まで送迎します。    

② 介護 

摂食・移乗・排泄等必要な介護を行います。 

③ 食事 

管理栄養士によるバラエティーに富むバランスのとれたメニューと調理による食

事を提供します。 

④ レクリエーション 

季節感のある種々の行事を行います。                                                                                                     

⑤ 趣味活動 

一人一人の趣味を楽しんでいただきます。 

⑥ 生活相談 

介護をはじめ各種相談に応じます。 

⑦ 各種加算サービス・体制加算 

別紙「デイサービスセンター初音の杜 利用料金表」によります。 

（６） サービス提供の方針 

① 要介護状態等の心身の特徴等を踏まえ、利用者が可能な限り居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立っ

てサービスを提供します。 

② 利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに家族の身体的・精神的

負担の軽減を図るために、必要な日常生活上のお世話や機能訓練等の介護、その他必

要な援助を行います。 

③ 事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、利用者の選択に基

づいた適正な福祉サービスを、総合的かつ効率的に提供します。 

④ 事業の実施にあたっては、ご家族、居宅介護支援事業所及び地域の保健・医療・福 

祉サービスとの連携に努めます。 

 

５ 利用料金 

（１） 利用料金 

利用料金は別紙「デイサービスセンター初音の杜 利用料金表」によります。 

（２） 支払い方法 

毎月１５日頃に前月分の請求書をお送りいたしますので、以下のとおりお支払い

をお願いします。 

① 口座振替・自動振込 

ⅰ  「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を記載の上、ご提出いただきます

と指定の預貯金口座より自動引落しされます。引落し後、預貯金通帳には「ＭＢＳ．



ハツネリヨウリョウ」と表示されます。 

ⅱ 引落し日は毎月２７日（金融機関が休日の場合は翌営業日になります。） 

ⅲ 別紙「デイサービスセンター初音の杜 利用料金表」に基づき、初回引き落と 

し翌月より事務手数料（銀行引き落とし費用）として費用が発生いたしますので 

ご了承ください。 

② 現金支払い又は口座振込み（口座振替の手続きが完了していない場合のみ） 

その月の末日までに窓口にて現金をお支払いいただくか、請求書に記載してある口

座にお振込みください。 

（３） 利用料金の変更 

     介護給付費体系の変更があった場合、その他必要が生じた場合は、事業者は利用

料金を変更できるものとします。 

 

６ 非常災害対策 

（１） 防災時の対応 

消防計画書・防災マニュアルによります。 

（２） 防災設備 

スプリンクラー・感知器・直接通報装置・非常放送・消火器 

（３） 防災訓練 

年２回（地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。） 

（４） 防火責任者・防火管理者 

偕楽園ホームの防火責任者・防火管理者が担当します。 

 

７ サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

① まずはお電話等でお申し込みください。当センター職員がお伺いいたします。  

通所介護計画を作成のうえ契約を結び、サービスの提供を開始します。 

② 介護支援専門員による居宅サービス計画で他のサービスを利用されている方は、

介護支援専門員にご相談ください。 

（２） サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

② 当センターの都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

ⅰ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

ⅱ 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 



ⅲ 利用者がお亡くなりになった場合 

④ その他 

ⅰ 当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当法人

が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを

終了することができます。 

ⅱ 利用者が、サービス利用料金の支払いを２か月以上遅延し、料金を支払うよう 

催告したにもかかわらず１０日以内に支払われない場合、利用者が正当な理由な

く繰り返し予定したサービスを受けなかった場合、利用者が入院もしくは病気等

により、３か月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らか

になった場合、または利用者や家族などが当センターや当センターのサービス職

員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する

ことにより、即座に契約を終了させていただく場合があります。 

（３） サービス利用のための情報 

事項 有無 備考 

男性介護職員の有無 ○  

時間延長の可否 ○  

職員研修の実施 ○ 併設施設との共同を含めて毎月実施します。 

マニュアルの作成 ○ サービス別マニュアルを整備します。 

その他 ○ 併設施設と連携し、質の高いサービスを目指します。 

（４） サービス利用に当たっての留意事項 

① 送迎時間 

月間送迎表により事前にご連絡します。 

② 体調確認       

毎回血圧・脈拍・体温の測定を行い、毎月体重の測定を行います。 

③ 体調不良等によるサービス中止 

緊急連絡先に連絡します。緊急時には通院、入院も考慮します。 

④ 食事のキャンセル 

当日のキャンセルの場合、食材料費の６５５円を申し受けます。 

⑤ 時間変更 

可能な限りお受けいたします。 

⑥ 設備・器具の利用 

適宜ご利用ください。 

⑦  持ち物 

現金のお持込みはご遠慮ください。 

⑧  宗教関係 

大勢の方のご利用がありますので、宗教活動はご遠慮ください。 

 



８ 介護サービス情報の公表 

介護サービス情報の公表は、「サービスの質の向上と情報の開示」を目的に、東京都によ

り認証された調査機関が一定の基準のもとに確認事項にそって調査し、その調査結果が公

表されるものです。 

当センターの調査結果は当センターで閲覧できる他、ホームページ「とうきょう福祉ナ

ビゲーション・介護サービス情報の公表について」で公表されます。 

 

９ サービスの向上に向けた取組 

① 第三者評価 

株式会社福祉規格総合研究所  ２０２１年 １月２２日 

② ISO 9001：2021/JIS Q 9001:2021 

日本検査キューエー株式会社  ２０２３年 ２月２２日 

 

１０ その他 

（１） 感染症対策 

① 感染症及び、食中毒の及びまん延の防止のための対策を検討し、感染症対策指針

を作成します。また、「感染症対策委員会」を設置します。 

② 委員会では、感染症が発症した場合の報告、職員に対する感染症の周知徹底、感 

染状況の調査とその具体的防止策、再発予防対策など協議し実行するとともに、研修

や訓練（シュミレーション）を定期的に実施していきます。 

（２） 守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及び家族の情報を洩らしません。 

また、退職後においてもこれらの情報を保守するべき旨を従業者との雇用契約の

内容としています。 

（３） 利用者の尊厳 

入所者の人権、プライバシー保護に努め、従業者の教育を行います。  

（４） 事業継続計画の策定等 

感染症や災害発生時における、利用者に対する継続的なサービス提供の実施や中

断時における早期の業務再開の手順等、非常時における事業継続の方法を定めた業

務継続計画を策定し、定期的な見直しを行います。従業者に対しても周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的実施します。 

（５） 身体拘束等を行う手続き 

利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむ

をえない、身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身

体拘束による心身の弊害よりも、身体拘束をしないリスクの方が高い場合は、利用

者・家族の同意を得て行うものとします。また、虐待防止も含めた研修を定期的に実

施、従業員への意識の向上に努めます。 

（６） ハラスメント対策 



職場において利用者や従業者から行われるハラスメントを防止するために規定を

定め、従業者が働きやすい職場環境を実現します。 

（７） 高齢者虐待防止の推進 

利用者の人権の擁護・虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発の防止をする 

ための委員会の開催、指針の整備、研修の実施とともに安全対策担当者を定めます。 

（８） 職員研修等 

上記の研修に加え、事業所は、全ての介護従事者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じます。 

 

１１ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

（１） サービス内容に関する相談・苦情の窓口 

① 当ホームの窓口 

      担当窓口    生活相談員 

      責 任 者    管理者  水野 敬生 

電  話    ０４２－６９１－８２８９ 

② 苦情解決第三者委員  荻島 哲治 

      電  話    ０４２－６９１－４１４１ 

苦情解決第三者委員  片岡 潮 

      電  話    ０４２－６９１－１８３８ 

③ その他 

ⅰ 市の相談窓口に苦情を伝えることができます。 

      八王子市役所 福祉部高齢者福祉課  

      電  話    ０４２－６２０－７４２０（直通） 

    ⅱ 国保連合会の相談窓口に苦情を伝えることができます。 

      東京都国民健康保険団体連合会「苦情相談窓口」 

      電  話    ０３－６２３８－０１７７（直通） 

（２） 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

相談者 

偕楽園ホーム 

苦情解決委員会 

センター苦情解決責任者 

(デイサービス管理者) 

センター苦情受付担当者 

（デイサービス生活相談員） 

（※第三者委員も受け付ける） 



① 苦情・要望の申し出は文書又は口頭で行う。苦情申出書はホームで用意しておく

が、趣旨が分かれば様式は任意とし、苦情申し出をしやすいように配慮する。 

② 苦情受付担当者は生活相談員とする。第三者委員に申し出があった場合は第三者

委員が受け付ける。 

なお他の職員が利用者等などから苦情を聞いた場合は、速やかに苦情受付担当者

に取り次ぐ。 

③ 苦情受付担当者は受け付けた苦情について苦情受付書に記録・整理し事情聴取及

び必要な調査のうえその結果を含め、速やかに苦情解決責任者に報告する。 

第三者委員が受け付けた苦情は、苦情受付書に記録・整理し事情聴取及び必要な調

査のうえその結果を含め、速やかに苦情受付担当者を経由して苦情解決責任者に報

告する。 

なお、苦情受付担当者は、受け付けた苦情について、状況により事情聴取と必要な

調査を第三者委員に依頼する。 

④ 苦情解決責任者は、苦情申し出事項が経常的と認められる場合は、事情聴取を行

った苦情受付担当者及び第三者委員、その事項の所管者と協議し、事実と原因、問題

点などを確認のうえ、適正・妥当な解決策を決定する。 

⑤ 苦情申し出事項が経常的といえない、または困難な問題を含む場合は、苦情解決

責任者は偕楽園ホーム苦情解決委員会にその開催を要請し、同委員会での審議によ

り解決策を決定する。 

⑥ 当センターが提供した介護サービスに係る苦情・要望については、そのサービス

が課題に即しているかなどについてサービスの内容、方法等を把握し、改善事項の有

無等を検討する。 

⑦ 苦情申し出事項について、苦情解決責任者又は苦情解決委員会による検討の結果

は、原則として文書で、苦情申立人に報告する。またはホームの情報コーナーに掲示

し苦情処理の透明性を確保する。 

⑧ 苦情の申し出には迅速に対応する。申し出にはできるだけ即日または翌日に対応

し、解決策等の苦情申し出人への報告は原則として 1週間以内に行う。 

⑨ 申し出に係るサービスと同じサービスに瑕疵があると認められる場合は、速やか

に是正の措置を講じる。また同じことが繰り返されないように、全職員に周知徹底す

る。 

（３） その他 

① 利用者及び家族には、サービスに係る苦情・要望・相談がある場合は遠慮なく申 

し出るように、そしてそのことが当ホームサービス向上の糧になることを理解して

いただく。このためにも、苦情解決の仕組み、第三者委員を含む苦情申し出の窓口等

を周知する。 

② 苦情受付担当者、第三者委員等は平素から利用者及び家族の相談に応じ、その要

望を受け止め、サービスのあり方などについて理解を得ることに努める。 

③ 苦情・要望が当センターでは解決が困難と認められる場合は、保険者又は東京都



国民健康保険団体連合会を紹介し、そこでの解決を勧める。 

④ 当ホームの責任(過失等)で利用者の損害を与えた場合は、誠意をもって速やかに

それに伴う賠償をする。 

 

１２ 事故発生時の対応 

（１） 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、八王子市、担当ケ

アマネジャー及び家族に報告するともに、必要な措置を講じるものとします。 

（２） サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

うものとします。 

（３） 事故防止対策等の検討のため、事故及びヒヤリ・ハット事例の分析を通した改善

策を周知徹底し、事故防止を図ります。 

 

１３ 当法人の概要 

（１） 法人の概要 

     名   称    社会福祉法人 一誠会 

     法人所在地    〒１９２－０００５ 東京都八王子市宮下町９８３番地 

     電   話    ０４２－６９１－２８３０（代） 

     Ｆ Ａ Ｘ    ０４２－６９１－８２８８ 

（２） 定款に定めた事業種別 

＜偕楽園ホーム＞     特別養護老人ホーム 

短期入所生活介護事業 

居宅介護支援事業 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 

夜間対応型訪問介護事業 

訪問介護事業 

＜初音の杜＞       地域密着型通所介護事業 

             介護予防・日常生活支援総合事業 

認知症対応型通所介護事業 

認知症対応型共同生活介護事業  

＜第二偕楽園ホーム＞   地域密着型特別養護老人ホーム 

短期入所生活介護事業  

看護小規模多機能型居宅介護事業 

訪問看護事業 

企業主導型保育事業 

サービス付き高齢者向け住宅事業 

＜地域包括支援センター＞ 八王子市高齢者あんしん相談センター大和田 

             介護予防支援事業 

             八王子市生活支援体制整備事業 



             認知症地域支援推進事業 

施設・拠点等 

偕楽園ホーム                                       ６か所 

初音の杜                                            ４か所 

第二偕楽園ホーム                                    ６か所 

八王子市高齢者あんしん相談センター大和田      ４か所 

 

１４ 連帯保証人 

（１） 事業所は、利用者に対して連帯保証人を定めることを請求できます。ただし、連 

帯保証人を定めることができないやむを得ない理由であって、事業所がそれを認め

る場合にはその限りではありません。 

（２） 連帯保証人は身元引受人を兼ねるものとし、利用者と連携して、本契約から生じ

る利用者の債務を負担するものとします。 

（３） 前項の連帯保証責務により連帯保証人が負う保証責務の限度額は金５０万円とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５ 緊急連絡先 

 

住  所  〒 

 

電  話                携帯電話 

 

氏  名                 （ 続柄 ）         

 

 

住  所  〒 

 

     電  話                携帯電話 

 

氏  名                 （ 続柄 ）         

 

 

   主 治 医 

 

病 院 名 

 

住  所  〒 

 

電  話 

 

医 師 名                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



デイサービスセンター初音の杜契約の締結にあたり、利用者および身元引受人に対し、契

約書、契約書別紙および本重要事項説明書について、説明いたしました。 

 

令和  年  月  日 

 

 

事 業 者    東京都八王子市宮下町９８３番地 

社 会 福 祉 法 人    一 誠 会 

 

説明者                  印 

 

 

私はデイサービスセンター初音の杜契約の締結にあたり、事業者から、契約書、契約書別

紙および本重要事項説明書の説明を受けました。 

 

利 用 者    住 所 

 

氏 名                  印 

 

 

身元引受人    住 所 

 

氏 名                  印 

 

 

連帯保証人    住 所 

 

氏 名                  印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報提供同意書 
 
デイサービスセンター初音の杜が行う利用者に関する個人情報の取り扱いについては、法人が定める

次の「個人情報の利用目的」に基づき、この事業の目的に沿ってサービスを提供するために必要とする

限度内において情報収集、利用および情報提供することについて、同意いたします。 
 

個人情報の利用目的 
社会福祉法人一誠会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人

情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
１．施設内部での利用目的  

① 施設が利用者等に提供する介護サービス 
② 介護保険事務 
③ 介護サービスの利用に係る施設の管理運営業務のうち次のもの 

・入退所等の管理 
・会計、経理 
・介護事故、緊急時等の報告 
・当該利用者の介護、医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 
① 施設が利用者に提供する介護サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 
・その他の業務委託 
・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 
・家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 
・保険事務の委託（一部委託含む） 
・審査支払い機関へのレセプトの提出 
・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
【上記以外の利用目的】 
１．施設内部での利用に係る利用目的 

① 施設の管理運営業務のうち次のもの 
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 
・施設等において行われる学生等の実習への協力 
・施設において行われる事例研究等 

２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 
① 施設の管理運営業務のうち 

・外部監査期間、評価機関等への情報提供 
 
令和  年  月  日 

利 用 者   住 所 
 

氏 名                     印 
 

家族代表者   住 所 
 

氏 名                     印 



令和 5 年 4 月 1 日 

デイサービスセンター初音の杜 利用料金表 

 

１．地域密着型通所介護サービス  基本分自己負担額（一日あたり） 

  地区別単価：1 単位＝10.68 円 

 

１割負担 

 

サービス提供時間 要介護区分 単位数 ×単価
利用料

（介護報酬額）
自己負担額

３～４時間未満 要介護１ 415 4,432 3,988 444
要介護２ 476 5,084 4,575 509
要介護３ 538 5,746 5,171 575
要介護４ 598 6,387 5,747 640
要介護５ 661 7,059 6,353 706

４～５時間未満 要介護１ 435 4,646 4,181 465
要介護２ 499 5,329 4,796 533
要介護３ 564 6,024 5,421 603
要介護４ 627 6,696 6,026 670
要介護５ 693 7,401 6,661 740

５～６時間未満 要介護１ 655 6,995 6,295 700
要介護２ 773 8,256 7,430 826
要介護３ 893 9,537 8,583 954
要介護４ 1,010 10,787 9,708 1,079
要介護５ 1,130 12,068 10,861 1,207

６～７時間未満 要介護１ 676 7,220 6,497 723
要介護２ 798 8,523 7,670 853
要介護３ 922 9,847 8,862 985
要介護４ 1,045 11,161 10,044 1,117
要介護５ 1,168 12,474 11,226 1,248

７～８時間未満 要介護１ 750 8,010 7,209 801
要介護２ 887 9,473 8,525 948
要介護３ 1,028 10,979 9,881 1,098
要介護４ 1,168 12,474 11,226 1,248
要介護５ 1,308 13,969 12,572 1,397

８～９時間未満 要介護１ 780 8,330 7,497 833
要介護２ 922 9,847 8,862 985
要介護３ 1,068 11,406 10,265 1,141
要介護４ 1,216 12,987 11,688 1,299
要介護５ 1,360 14,525 13,072 1,453

加算 入浴加算Ⅰ 40 427 384 43
生活機能向上連携加算Ⅱ 200 2,136 1,922 214
個別機能訓練加算Ⅰイ 56 598 538 60
個別機能訓練加算Ⅱ 20 214 192 22
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 53 48 5
若年性認知症受け入れ加算 60 641 576 65
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 192 173 19
科学的介護推進体制加算 40 427 384 43
９時間以上１０時間未満延長加算 50 534 480 54
１０時間以上１１時間未満延長加算 100 1,068 961 107
１１時間以上１２時間未満延長加算 150 1,602 1,441 161
１２時間以上１３時間未満延長加算 250 2,670 2,403 267
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等ベースアップ等支援加算

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の5.9%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.2%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.1%に相当します。



 

２割負担 

 

 

 

 

 

 

サービス提供時間 要介護区分 単位数 ×単価
利用料

（介護報酬額）
自己負担額

３～４時間未満 要介護１ 415 4,432 3,545 887
要介護２ 476 5,084 4,066 1,018
要介護３ 538 5,746 4,596 1,150
要介護４ 598 6,387 5,109 1,278
要介護５ 661 7,059 5,647 1,412

４～５時間未満 要介護１ 435 4,646 3,716 930
要介護２ 499 5,329 4,263 1,066
要介護３ 564 6,024 4,818 1,206
要介護４ 627 6,696 5,357 1,339
要介護５ 693 7,401 5,920 1,481

５～６時間未満 要介護１ 655 6,995 5,596 1,399
要介護２ 773 8,256 6,604 1,652
要介護３ 893 9,537 7,629 1,908
要介護４ 1,010 10,787 8,629 2,158
要介護５ 1,130 12,068 9,654 2,414

６～７時間未満 要介護１ 676 7,220 5,775 1,445
要介護２ 798 8,523 6,818 1,705
要介護３ 922 9,847 7,877 1,970
要介護４ 1,045 11,161 8,928 2,233
要介護５ 1,168 12,474 9,979 2,495

７～８時間未満 要介護１ 750 8,010 6,408 1,602
要介護２ 887 9,473 7,578 1,895
要介護３ 1,028 10,979 8,783 2,196
要介護４ 1,168 12,474 9,979 2,495
要介護５ 1,308 13,969 11,175 2,794

８～９時間未満 要介護１ 780 8,330 6,664 1,666
要介護２ 922 9,847 7,877 1,970
要介護３ 1,068 11,406 9,124 2,282
要介護４ 1,216 12,987 10,389 2,598
要介護５ 1,360 14,525 11,619 2,906

加算 入浴加算Ⅰ 40 427 341 86
生活機能向上連携加算Ⅱ 200 2,136 1,708 428
個別機能訓練加算Ⅰイ 56 598 478 120
個別機能訓練加算Ⅱ 20 214 170 44
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 53 42 11
若年性認知症受け入れ加算 60 641 512 129
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 192 153 39
科学的介護推進体制加算 40 427 341 86
９時間以上１０時間未満延長加算 50 534 427 107
１０時間以上１１時間未満延長加算 100 1,068 854 214
１１時間以上１２時間未満延長加算 150 1,602 1,281 321
１２時間以上１３時間未満延長加算 250 2,670 2,136 534
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等ベースアップ等支援加算

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の5.9%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.2%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.1%に相当します。



 

３割負担 

 

 

 

 

 

 

サービス提供時間 要介護区分 単位数 ×単価
利用料

（介護報酬額）
自己負担額

３～４時間未満 要介護１ 415 4,432 3,103 1,330
要介護２ 476 5,084 3,559 1,525
要介護３ 538 5,746 4,022 1,724
要介護４ 598 6,387 4,471 1,916
要介護５ 661 7,059 4,942 2,118

４～５時間未満 要介護１ 435 4,646 3,252 1,394
要介護２ 499 5,329 3,731 1,599
要介護３ 564 6,024 4,216 1,807
要介護４ 627 6,696 4,687 2,009
要介護５ 693 7,401 5,181 2,220

５～６時間未満 要介護１ 655 6,995 4,897 2,099
要介護２ 773 8,256 5,779 2,477
要介護３ 893 9,537 6,676 2,861
要介護４ 1,010 10,787 7,551 3,236
要介護５ 1,130 12,068 8,448 3,621

６～７時間未満 要介護１ 676 7,220 5,054 2,166
要介護２ 798 8,523 5,966 2,557
要介護３ 922 9,847 6,893 2,954
要介護４ 1,045 11,161 7,812 3,348
要介護５ 1,168 12,474 8,732 3,742

７～８時間未満 要介護１ 750 8,010 5,607 2,403
要介護２ 887 9,473 6,631 2,842
要介護３ 1,028 10,979 7,685 3,294
要介護４ 1,168 12,474 8,732 3,742
要介護５ 1,308 13,969 9,779 4,191

８～９時間未満 要介護１ 780 8,330 5,831 2,499
要介護２ 922 9,847 6,893 2,954
要介護３ 1,068 11,406 7,984 3,422
要介護４ 1,216 12,987 9,091 3,896
要介護５ 1,360 14,525 10,167 4,357

加算 入浴加算Ⅰ 40 427 299 128
生活機能向上連携加算Ⅱ 200 2,136 1,495 641
個別機能訓練加算Ⅰイ 56 598 419 179
個別機能訓練加算Ⅱ 20 214 150 64
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 53 37 16
若年性認知症受け入れ加算 60 641 449 192
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 192 135 58
科学的介護推進体制加算 40 427 299 128
９時間以上１０時間未満延長加算 50 534 374 160
１０時間以上１１時間未満延長加算 100 1,068 748 320
１１時間以上１２時間未満延長加算 150 1,602 1,121 481
１２時間以上１３時間未満延長加算 250 2,670 1,869 801
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等ベースアップ等支援加算

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.2%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の1.1%に相当します。

施設利用料と各種加算で該当する加算を加えた単位数の5.9%に相当します。



 

２．介護保険給付対象外サービス（自己負担） 

 

 

 

昼食費 　１食　655円　　　　おやつ代　100円

その他自費負担

　①　おむつ代（もちこみ可）
　　　リハビリパンツ（1枚）100円　　尿とりパット（1枚）50円
　②　特別行事食　300円（提供した際、通常の昼食費に上乗せ）
　③　華道お花代　1,200円（希望者のみ）
　④　訪問理容　実費（希望者のみ）
　　　※　第二・第四金曜日
　⑤　訪問美容　実費（希望者のみ）
　　　※　第三木曜日（カット、パーマ、ヘアマニキュア等）
　⑥　事務手数料（銀行引き落とし費用）140円
　　　※　初回引き落としの翌月より発生

キャンセル規定

　①　利用日の前営業日午後5時30分までに連絡があった場合
　　　無料
　②　利用日当日の午前9時までに連絡があった場合
　　　自己負担額の50％及び昼食費655円
　③　利用日当日の午前9時までに連絡がなかった場合
　　　自己負担額の全額及び昼食費655円


